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はじめに
　現状の農業は、後継者不足であるとともに、農業
就業人口は大きく減少、それも自らの食いぶち生産
のみによる自給的農家より販売農家が著しく減少し
ている傾向である。また農業経営の組織体は、耕作
面積が減少する「家族経営体」から大規模経営帯が
耕作面積全体のほぼ50％を占める「企業経営体」の
状況の推移になっている。このことは農地法平成21

年改正法により、法人が農業に参入できるように
なった結果である。
　わが国における農業は、高品質な農産物を生み出
す農業関係者の努力、技術、技能、伝統、文化等
といった貴重な知恵・工夫による知的財産から成り
立っており、他国にない特質、強さを持っている。
　農家のこのような知恵・工夫・経験等による栽培
方法・創作物を発掘し、それを適切に保護しながら、
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有効に活用・推進することが、国際競争力強化や農
家の所得の向上につながるためにも重要である。
　知恵・工夫・経験等による知的財産は、①付加価
値の創造、②産業の高度化、④新しい課題（観光振
興につなげたりして地域の雇用創出・地域資源の維
持・保全、輸出拡大等―「味と食の景勝地」）への対
応を可能にするものであり、今後、農業の技術・熟
練技「知的財産」がますます重要になってくる。
　そのために熟練農家や企業経営体等に期待される
ことは、特許やノウハウ、育成者権、ブランド等
の知的財産を指すだけではなく、人材、技術、技能、
組織力、顧客とのネットワーク等、従来の財務諸表
に表せなかった資産（知的資産）は今後、農業経営
の競争力の源泉ともなる。これを有効に組み合わせ
て活用・推進することにより、一歩踏み込んだ数値
で評価されない部分にスポットを当てた収益事業の
展開を行う経営方法である。
　今後、農業のグローバル化に伴う競争力の激化、
地域活性化の要請、農業分野における担い手の減少、
温暖化等に直面している中では従来の農業戦略の限
界から、熟練農家・農業団体等の新たな農業の取り
組みとして技術・熟練技等「知的財産」を中心に活
用・推進し、「知的資産経営」を導入することにより
成果を見出しうるものであると考え、以下の点を述
べることにする。

　１．知的資産経営を活用して農業価値を向上
　２．知的資産経営における農業経営の充実
　３．農業を知的財産の観点から評価
　４．農業団体の知的資産経営の開示と実践
　５．今後の展開
　

１．知的資産経営を活用して農業価値を向上
近年の新しい社会は、工業社会から情報・知識

社会に変化することによるとともに、農業社会も
農地法平成21年改正により家族経営体から企業経
営体に大きく変わらざるをえなくなる。そこで価
値ある情報＝知識をここでは知恵・工夫とする知
的財産のことで、農業経営の本質的な源泉である。
また情報・知識社会の変化によって、農業経営は
財務諸表に加えて非財産の情報による知的資産経
営が必要となる。これは農業の価値向上が従来の

現金、土地、建物、機械等の有形的な資産から知
的資産である人材、営業、技術、技能、ブランド
等に移行してきたのである。

ここでは知的資産経営とは何か、知的財産を中
心とする知的資産を基に農業価値を向上させる新
しい経営方法である。
「知的資産」とは、「人材、技術、組織力、顧客

とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資
産のことで、企業の競争力の源泉となるものであ
る。」（経済産業省研究会資料2003）とされている。

これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だ
けではなく、組織や人材、ネットワークなどの農
業団体の強みとなる資産を総称する「知的資産」
の領域をカバーする幅広い考え方である。さら
に、このような農業団体に固有の知的資産を認識
し、有効に知的財産・知的資産を組み合わせて活
用していくことを通じて収益事業を実践する経営
を「知的資産経営」と捉える。

このように農業団体が保有・創作する知的資産
を客観的に評価し、その経営方法を確立すること
が極めて農業経営上、重要なことで知的資産価値
に着目していかに農業活動の中でどのよう役立て
るべきであるかという点である。また、営業担当
者の営業力、熟練者の技能等の流動化を防止する
ために、人材育成システム、営業秘密管理等の団
体内の法務の確立も重要な位置づけとなりうる。

知的資産の領域と概念を明確にする。まず、知
的財産権、知的財産、知的資産の概念を明記する
と、知的財産権は、特許、実用新案、意匠、商標、
著作権等の権利として保護された財産権のことで

（会社資産の概念図）


